
 

令和７年度 
和 歌 山 県 会 計 年 度 任 用 職 員  
（ 和 歌 山 県 中 央 児 童 相 談 所 庁 舎 管 理 員 ） 任 用 試 験  
案 内 
             （問い合わせ先）和歌山県中央児童相談所 

                 〒641-0014 和歌山市毛見１４３７－２１８               
総務企画課：TEL 073（445）5311  

 

１ 受付期間・試験日時・試験会場・合格発表 

受 付 期 間 
郵送による受付 
令和８年１月２９日（木）～令和８年２月３日（火）【必着】 
※ 持参による受付は行いません。 

試 験 日 時 令和８年２月６日（金）午後４時００分～ 

試 験 会 場 
和 歌 山 県 中 央 児 童 相 談 所  
２ 階 大 会 議 室  

合 格 発 表 
令和８年２月９日（月） 
※ 合格者に電話連絡します。 

試験実施機関 和歌山県中央児童相談所 

 

２ 任用予定人数・勤務場所・主な業務内容 

任用予定人数 勤務場所 主な業務内容 

１名 中央児童相談所 

・施設の清掃及び管理業務 

・植栽の管理業務 

・公用車の管理業務 等庁舎管理 

  

３ 受験資格 
次のいずれかに該当する人は、受験できません。（地方公務員法第16条に規定する人） 
(ｱ) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの人 
(ｲ) 和歌山県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
(ｳ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
  することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

４ 試験等の方法及び内容 
面接試験：人物、能力、性格等についての個別面接 
 

５ 勤務条件等 

任用期間 
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※勤務成績等により３回まで再度の任用が可能（最長４年間）。 

勤務形態 
週４日（月～金のうち指定する４日間） 

午前９時から午後５時００分まで（休憩１時間） 

報  酬  

○給料日額   8,785 円～ 9,275  円 

※職務の経歴に応じ、報酬額が異なります。 

※上記報酬額は地域手当相当額を含みます。 



○費用弁償(通勤費相当分) 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の定めに従い支給 

（１月当たり１５０，０００円が限度） 

〇期末手当、勤勉手当 

 期末手当：年2回（6月、12月）に計2.525月分支給 

 勤勉手当：年2回（6月、12月）に計2.125月分支給 

 ※報酬等の内容は、今後条例の改正に伴い変更する可能性があります。 

福  利 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

休  暇 
○年次有給休暇 勤務年数に応じ付与（採用１年目の場合は７日） 

○特別休暇 忌引休暇等 

服  務 地方公務員法の規定による。守秘義務、職務専念義務等 

 

６ 試験結果の情報提供について 

 この試験の結果については、受験者本人の申し出により情報提供を受けることができます。 

 情報提供を希望する人は、以下により受験者本人が本人であることを証明する書類（運転免許

証、旅券等の顔写真付きで公的機関発行のものに限る。）を持参の上、中央児童相談所に申し

出てください。 

情報提供の対象者 内容 期間 

受験者 総合得点及び 

総合順位 

合格発表の日の翌日午後３時から１月間 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第

３条に規定する日を除く。） 

午前９時（期間の初日は午後３時）から午後５時

４５分まで 

 

７ 受験手続及び受付期間 

配 布 場 所 和歌山県中央児童相談所  

申 込 方 法 

下記の申込書類を、下記の申込先へ郵送により申し込んでください。 
※ 必ず簡易書留郵便とし、封筒の表に「受験申込み」と朱書きして

ください。これ以外による不着の問題につきましては、一切対応 
しかねます。 

申 込 書 類 
○履歴書  １通 ※ 必要事項を記入の上、写真を貼付したもの 
○資格証の写し 

申 込 先 

宛 先：〒641-0014 和歌山市毛見１４３７－２１８ 
    和歌山県中央児童相談所 
電 話：073（445）5311 

受 付 期 間 令和８年１月２９日（木）～令和８年２月３日（火）【必着】 

（注）この任用試験において取得した個人情報は、職員任用試験及び任用に関する事務以外の

目的には使用しません。また受験に際し提出された書類は、中央児童相談所において一定期

間保管後、速やかに安全かつ適切な方法で廃棄します。 


